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科学技術基本計画における「科学技術コミュニケーター」に係る記載 

（科学コミュニケーターに関する部分を抜粋。下線は、事務局にて追記。） 

 

 

○第 3期科学技術基本計画（平成 18年度～） 

第３章 科学技術システム改革 

１．人材の育成、確保、活躍の促進 

（３）社会のニーズに応える人材の育成 

③ 知の活用や社会還元を担う多様な人材の養成 

（科学技術コミュニケーターの養成） 

科学技術を一般国民に分かりやすく伝え、あるいは社会の問題意識を研究

者・技術者の側にフィードバックするなど、研究者・技術者と社会との間のコ

ミュニケーションを促進する役割を担う人材の養成や活躍を、地域レベルを含

め推進する。具体的には、科学技術コミュニケーターを養成し、研究者のアウ

トリーチ活動の推進、科学館における展示企画者や解説者等の活躍の促進、国

や公的研究機関の研究費や研究開発プロジェクトにおける科学技術コミュニケ

ーション活動のための支出の確保等により、職業としても活躍できる場を創

出・拡大する。 

 

 

○第 4期科学技術基本計画（平成 23年度～） 

Ⅴ．社会とともに創り進める政策の展開 

２．社会と科学技術イノベーションとの関係深化 

（１）国民の視点に基づく科学技術イノベーション政策の推進 

③ 社会と科学技術イノベーション政策をつなぐ人材の養成及び確保 

科学技術イノベーション政策に関わる取組を実効性のあるものとしていくた

めには、それに携わる人材の役割が重要である。このため、国は、社会と科学

技術イノベーションとの橋渡しを担う人材の養成及び確保に向けた取組を進め

るとともに、これら人材の科学技術イノベーションの多様な場における活躍を

促進する。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、戦略協議会を主導する「戦略マネージャー（仮称）」、関係府省や資金

配分機関におけるＰＤ（プログラムディレクター）、ＰＯ（プログラムオフィ

サー）など、社会や国民からの要請等を踏まえつつ、科学技術イノベーショ

ンに関する研究開発等のマネジメントを担う人材を養成、確保する。 

・ 国は、専門知識を活かして研究開発活動全体のマネジメントを担う研究管理
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専門職（リサーチアドミニストレーター）、研究に関わる技術的業務や知的基

盤整備を担う研究技術専門職（サイエンステクニシャン）、知的財産専門家等

を養成、確保する。 

・ 国は、テクノロジーアセスメントをはじめ、社会と科学技術イノベーション

との関わりについて専門的な知識を有する人材を養成、確保する。 

・ 国は、国民と政策担当者や研究者との橋渡しを行い、研究活動や得られた成

果等を分かりやすく国民に伝える役割を担う科学技術コミュニケーターを養

成、確保する。 

 

（２）科学技術コミュニケーション活動の推進 

科学技術イノベーション政策を国民の理解と信頼と支持の下に進めていくに

は、研究開発活動や期待される成果、さらには科学技術の現状と可能性、その

潜在的リスク等について、国民と政府、研究機関、研究者との間で認識を共有

することができるよう、双方向のコミュニケーション活動等をより一層積極的

に推進していくことが重要である。 

このため、研究者による科学技術コミュニケーション活動、科学館や博物館

における様々な科学技術に関連する活動等をこれまで以上に積極的に推進する。

また、これにより、科学技術に関する知識を適切に捉え、柔軟に活用できるよ

う、国民の科学技術リテラシーの向上を図る。 

＜推進方策＞ 

・ 国は、大学や公的研究機関等と連携して、科学技術の現状、可能性とその条

件、潜在的リスクとコスト等について、正確な情報を迅速かつ十分に、国民

に提供していくよう努める。また、国は、海外の事例を参考にしつつ、国民

との間で、こうした問題に関する多層的かつ双方向のリスクコミュニケーシ

ョン活動を促進する。 

・ 国は、国民が科学技術に触れる機会を増やすため、地域と共同した科学技術

関連のイベントの開催、科学技術週間を活用した研究施設の一般公開、サイ

エンスカフェの実施等を通じて、双方向での対話や意見交換の活動を積極的

に展開する。 

・ 国は、各地域の博物館や科学館における実験教室や体験活動等の取組を支援

する。また、科学技術に関わる様々な活動を行う団体等を支援する。 

・ 国は、大学や公的研究機関における科学技術コミュニケーション活動に係る

組織的な取組を支援する。また、一定額以上の国の研究資金を得た研究者に

対し、研究活動の内容や成果について国民との対話を行う活動を積極的に行

うよう求める。 

・ 国は、大学及び公的研究機関が、科学技術コミュニケーション活動の普及、
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定着を図るため、個々の活動によって培われたノウハウを蓄積するとともに、

これらの活動を担う専門人材の養成と確保を進めることを期待する。また、

研究者の科学技術コミュニケーション活動参加を促進するとともに、その実

績を業績評価に反映していくことを期待する。 

・ 国は、学協会が、研究者による研究成果の発表や評価、研究者間あるいは国

内外の関係団体との連携の場として重要な役割を担っていることを踏まえ、

そうした機能を強化するとともに、その知見や成果を広く社会に普及してい

くことを期待する。また、国は、研究者コミュニティーの多様な意見を集約

する機能を持つ組織が、社会と研究者との橋渡しや、情報発信等において積

極的な役割を果たすことを期待する。 

 

 

○第 5期科学技術基本計画（平成 28年度～） 

第６章 科学技術イノベーションと社会との関係深化 

（１）共創的科学技術イノベーションの推進 

② 共創に向けた各ステークホルダーの取組 

科学技術においてステークホルダー間の共創を進めるためには、社会側のス

テークホルダーである国民の科学技術リテラシーの向上と共に、研究者の社会

リテラシーの向上が重要である。 

特に、新しい科学技術の社会実装における対話や、自然災害・気候変動等に

係るリスクコミュニケーションを醸成するためには、国民が、初等中等教育の

段階から、科学技術の限界や不確実性、論理的な議論の方法等に対する理解を

深めることが肝要である。また、科学館、博物館等の社会教育施設が果たす役

割も大きく、そうした場において、研究者等と社会の多様なステークホルダー

とをつなぐ役割を担う人材である科学コミュニケーター等が活躍し、双方向の

対話・協働においても能動的な役割を担うことが期待されることから、国は、

こうした取組について支援する。 

また、科学教育において、新聞、テレビ、インターネット等のメディアが果

たす役割は小さくない。メディアは、科学技術情報を、その不確実性や専門家

の見解の対立も含めてできる限り客観的に提供するよう努めることで、国民の

科学技術リテラシー向上、ひいては共創の醸成につながるという意識を持つこ

とが期待される。 

他方、研究者は、多様なステークホルダーに対して、分野を超えた知識・視

点を駆使して研究内容等を分かりやすく説明することが求められる。また、研

究者としての見識を広げ、自らの研究と社会との関わりの重要性について認識

を深める観点から、人文社会科学及び自然科学の連携や、博士人材に対する企
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業へのインターンシップ等の効果的活用が望まれる。さらに、大学及び公的研

究機関等における人事評価や、資金配分機関における研究プロジェクトの評価

においては、論文数等による一面的な評価だけでなく、多様なステークホルダ

ーとの対話・協働の取組や、研究成果による社会的インパクト等を多面的に評

価する仕組みの導入が求められる。 

 


